
JP 5131950 B2 2013.1.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粉体中の安定結合状態にある有害物分子に、その有害物分子の原子同士の化学結合を断
ち切るに足るだけの電荷を持った元素のアクチニウム系トリウムをハロゲン化合物に化合
した物質を近づけ、前記安定結合状態にある有害物分子から分解すべき目的原子を解離し
て、当該目的原子をイオン化することを特徴とする有害物分子の処理方法。
【請求項２】
　イオン化した前記目的原子に、安定結合状態にあった前記有害物分子の残りの原子より
さらに結合力の強い原子を近づけ、この結合力の強い原子と前記目的原子とを化学結合さ
せて、元の安定結合状態にあった前記有害物分子とは異なる化合物を生成させることを特
徴とする請求項１に記載の有害物分子の処理方法。
【請求項３】
　前記有害物分子は、ダイオキシン類及び重金属類の少なくとも一方であることを特徴と
する請求項１又は２に記載の有害物分子の処理方法。
【請求項４】
　前記有害物分子が重金属類である場合、前記結合力の強い原子は、アルカリ土類金属原
子であり、
　このアルカリ土類金属原子とイオン化した前記目的原子とを化学結合させて、沈降作用
を有する不溶化化合物を生成させることを特徴とする請求項３に記載の有害物分子の処理
方法。
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【請求項５】
　前記不溶化化合物をさらに、ポゾラン反応、水和反応及び炭酸化反応により団粒・硬化
することを特徴とする請求項４に記載の有害物分子の処理方法。
【請求項６】
　前記有害物分子がダイオキシン類である場合、前記結合力の強い原子は、金属原子であ
り、
　この金属原子と前記目的原子とを化学結合させることを特徴とする請求項３に記載の有
害物分子の処理方法。
【請求項７】
　あらかじめ、ヘテロポリ酸塩類により粉体中に散在している有害物分子を吸着・濃縮さ
せることを特徴とする請求項１ないし６いずれかに記載の有害物分子の処理方法。
【請求項８】
　炉又はボイラから排出される排ガス中に薬剤を吹き込むことによって、排ガス又は飛灰
中に含まれる有害物分子を処理することを特徴とする請求項１ないし７いずれかに記載の
有害物分子の処理方法。
【請求項９】
　前記薬剤を、２００℃以下の排ガス中に、かつ、炉又はボイラの集塵装置よりも上流側
の煙道中に吹き込むことを特徴とする請求項８に記載の有害物分子の処理方法。
【請求項１０】
　常温にて粉体と薬剤及び水を混合することによって、粉体中に含まれる有害物分子を処
理することを特徴とする請求項１ないし７いずれかに記載の有害物分子の処理方法。
【請求項１１】
　常温にて粉体と薬剤及び水を混合することによって、粉体中に含まれる有害物分子を処
理すると共に、前記ポゾラン反応、水和反応及び炭酸化反応を進行させることを特徴とす
る請求項５に記載の有害物分子の処理方法。
【請求項１２】
　炉又はボイラの除塵設備にて捕集された灰に薬剤を混合することによって、灰に含まれ
る有害物分子を処理することを特徴とする請求項１ないし７いずれかに記載の有害物分子
の処理方法。
【請求項１３】
　炉又はボイラの除塵設備にて捕集された灰に薬剤及び水を混合することによって、灰に
含まれる有害物分子を処理すると共に、前記ポゾラン反応、水和反応及び炭酸化反応を進
行させて、飛灰を硬化させることを特徴とする請求項５に記載の有害物分子の処理方法。
【請求項１４】
　有害物分子を含んだ汚染土壌、ヘドロ、又は下水汚泥に薬剤を混合することによって、
汚染土壌中に含まれる有害物分子を処理することを特徴とする請求項１ないし７いずれか
に記載の有害物分子の処理方法。
【請求項１５】
　前記汚染土壌、前記ヘドロ、又は前記下水汚泥に薬剤を混合することによって、ポゾラ
ン反応、水和反応、及び炭酸化反応を進行させて、これらを硬化させ、第二種建設発生土
以上の土壌を得ることを特徴とする請求項１４に記載の有害物分子の処理方法。
【請求項１６】
　有害物分子を含むスラグに薬剤及び水を混合することによって、スラグ中に含まれる有
害物分子を処理することを特徴とする請求項１ないし７いずれかに記載の有害物分子の処
理方法。
【請求項１７】
　前記薬剤及び前記水を混合した灰、スラグ等の粉体、又は無機質粉体を加圧・成型する
ことにより、一軸強度５０ｋｇ／ｃｍ２以上の固化物を得ることを特徴とする請求項１３
又は請求項１６に記載の有害物分子の処理方法。
【請求項１８】
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　粉体中の有害物分子を処理するために粉体に混合される薬剤であって、
　有害物分子の原子同士の化学結合を断ち切るに足るだけの電荷を持った元素のアクチニ
ウム系トリウムをハロゲン化合物に化合した物質を含むことを特徴とする薬剤。
【請求項１９】
　粉体中の有害物分子を処理するために粉体に混合される薬剤であって、
　ＭｇＣｌ２：２０～４０質量％、アクチニウム系トリウムを化合させたハロゲンの化合
物（ＦｅＣｌ２：１５～２０質量％、ＳｉＣｌ４：５～２０質量％、ＣａＣｌ２：２０～
４０質量％）、ＮａＯＨ・ＣａＯ：３～５質量％からなる薬品を、酸素を遮断した雰囲気
で粉砕した組成物Ｂを含むことを特徴とする薬剤。
【請求項２０】
　前記薬剤はさらに、吸着反応部として、ヘテロポリ酸塩類のモリブドリン酸アンモニウ
ム：２０～４０質量％、イオン交換反応部として、ジメチルスルホキシド、ジメチルホル
ムアミド等のセルロースに陰イオン交換基を導入したもの：１０～３０質量％、チオ尿素
：５～２０質量％、塩基性炭酸マグネシウム：２０～６０質量％からなる組成物Ａを含む
ことを特徴とする請求項１９に記載の薬剤。
【請求項２１】
　前記薬剤はさらに、ＣａＯ：２０～５０質量％、Ａｌ２Ｏ３：３０～５０質量％、Ｓｉ
Ｏ２：１０～３０質量％、ＭｇＯ：１０～２０質量％からなる薬品を加熱・溶融し、徐冷
・粉砕した組成物：５～１５質量％、セメント系土壌硬化剤：６０～８０質量％、活性炭
：５～１０質量％、珪藻土：３～１０質量％、ステアリン酸亜鉛：２～５質量％からなる
組成物Ｃを含むことを特徴とする請求項１９又は２０に記載の薬剤。
【請求項２２】
　請求項１８ないし２１のいずれかに記載の薬剤、有害物分子を含む粉体、及び水を混合
する有害物分子の処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、粉体中の有害物分子の処理方法に関し、特に固体微粒子状になったダイオキ
シン類の無害化、又は重金属類を含む粉体からの重金属類の不溶出化を目的とする有害物
分子の処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ダイオキシン類は、ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（ＰＣＤＤ、2つのベンゼン
環が2つの酸素原子で並列に結びつけられ、水素の一部が塩素に置換した塩素化合物）、
ポリ塩化ジベンゾ－フラン（ＰＣＤＦ、2つのベンゼン環が１つの酸素原子で並列に結び
つけられ、水素の一部が塩素に置換した塩素化物）、及びコプラノ－ＰＣＢ（Ｃｏ－ＰＣ
Ｂ）等の有機塩素化合物の総称で、塩素の数によってさまざまな異性体がある。なかでも
２・３・７・８―四塩化ダイオキシン（ＴＣＤＤ）は発がん性、催奇形性を有し、皮膚、
内臓障害等をもたらす史上最強の毒性物質といわれる。日本では、焼却場からの灰やパル
プ工場の漂白過程でダイオキシン類が検出されている。
【０００３】
　そして、固体微粒子状になったダイオキシン類の分解方法としては、特許文献１に記載
されるように、ダイオキシン類を再加熱して熱分解する方法が採られている。また、ダイ
オキシン類が固体微粒子状になるのを防止する方法に、固体微粒子状になる前のダイオキ
シン類の生成・再合成過程において、過酸化水素水等の酸化剤を排ガス中に混入し、酸化
分解する方法が採られている。
【０００４】
　一方、重金属類の土壌への溶出も問題になっている。環境庁告示第４６号には、土壌の
汚染に係る環境基準が記載されていて、クロム、水銀、カドミウム、鉛等の重金属に、砒
素、セレン、ふっ素、ほう素等を含めた重金属類の土壌への溶出量が制限されている。さ
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らに、環境省告示１９号の測定方法による土壌汚染に係る対象物の含有量基準が土壌汚染
対策法に規定されていて、酸性・アルカリ性液による溶出量を計測することによる含有量
も制限されている。また、環境庁告示１３号の検定方法による産業廃棄物に含まれる金属
等の土壌への溶出量も制限されている。
【０００５】
　重金属類が土壌へ溶出するのを防止する不溶出化方法としては、特定の重金属に対して
反応する重金属処理剤にて重金属原子との間で不溶化物質を生成する方法が利用されてい
る。この他にも、キレート剤により重金属原子を選択捕集することも行なわれている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－１０２８６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来技術のダイオキシン類の無害化方法には、高温での反応が必要であ
るという問題があった。例えば、焼却場からの灰等には、ダイオキシン類と重金属類の双
方が混入することがあるが、従来の方法では、ダイオキシン類及び重金属類を個別に処理
する必要があった。
【０００８】
　本発明はこれらの問題点を解決することを目的とし、従来の有害物分子の処理方法とは
その原理が全く異なる新たな有害物分子の処理方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、粉体中の安定結合状態にある有
害物分子に、その有害物分子の原子同士の化学結合を断ち切るに足るだけの電荷を持った
元素のアクチニウム系トリウムをハロゲン化合物に化合した物質を近づけ、前記安定結合
状態にある有害物分子から分解すべき目的原子を解離して、当該目的原子をイオン化する
ことを特徴とする。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の有害物分子の処理方法において、イオン化
した前記目的原子に、安定結合状態にあった前記有害物分子の残りの原子よりさらに結合
力の強い原子を近づけ、この結合力の強い原子と前記目的原子とを化学結合させて、元の
安定結合状態にあった前記有害物分子とは異なる化合物を生成させることを特徴とする。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の有害物分子の処理方法において、前
記有害物分子は、ダイオキシン類及び重金属類の少なくとも一方であることを特徴とする
。
【００１２】
　　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の有害物分子の処理方法において、前記有
害物分子が重金属類である場合、前記結合力の強い原子は、アルカリ土類金属原子であり
、このアルカリ土類金属原子とイオン化した前記目的原子とを化学結合させて、沈降作用
を有する不溶化化合物を生成させることを特徴とする。
【００１３】
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の有害物分子の処理方法において、前記不溶
化化合物をさらに、ポゾラン反応、水和反応及び炭酸化反応により団粒・硬化することを
特徴とする。
【００１４】
　請求項６に記載の発明は、請求項３に記載の有害物分子の処理方法において、前記有害
物分子がダイオキシン類である場合、前記結合力の強い原子は、金属原子であり、この金
属原子と前記目的原子とを化学結合させることを特徴とする。
【００１５】
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　請求項７に記載の発明は、請求項１ないし６いずれかに記載の有害物分子の処理方法に
おいて、あらかじめ、ヘテロポリ酸塩類により粉体中に散在している有害物分子を吸着・
濃縮させることを特徴とする。
【００１６】
　請求項８に記載の発明は、請求項１ないし７いずれかに記載の有害物分子の処理方法に
おいて、炉又はボイラから排出される排ガス中に薬剤を吹き込むことによって、排ガス又
は飛灰中に含まれる有害物分子を処理することを特徴とする。
【００１７】
　請求項９に記載の発明は、請求項８に記載の有害物分子の処理方法において、前記薬剤
を、２００℃以下の排ガス中に、かつ、炉又はボイラの集塵装置よりも上流側の煙道中に
吹き込むことを特徴とする。
【００１８】
　請求項１０に記載の発明は、請求項１ないし７いずれかに記載の有害物分子の処理方法
において、常温にて粉体と薬剤及び水を混合することによって、粉体中に含まれる有害物
分子を処理することを特徴とする。
【００１９】
　請求項１１に記載の発明は、請求項５に記載の有害物分子の処理方法において、常温に
て粉体と薬剤及び水を混合することによって、粉体中に含まれる有害物分子を処理すると
共に、前記ポゾラン反応、水和反応及び炭酸化反応を進行させることを特徴とする。
【００２０】
　請求項１２に記載の発明は、請求項１ないし７いずれかに記載の有害物分子の処理方法
において、炉又はボイラの除塵設備にて捕集された灰に薬剤を混合することによって、灰
に含まれる有害物分子を処理することを特徴とする。
【００２１】
　請求項１３に記載の発明は、請求項５に記載の有害物分子の処理方法において、炉又は
ボイラの除塵設備にて捕集された灰に薬剤及び水を混合することによって、灰に含まれる
有害物分子を処理すると共に、前記ポゾラン反応、水和反応及び炭酸化反応を進行させて
、飛灰を硬化させることを特徴とする。
【００２２】
　請求項１４に記載の発明は、請求項１ないし７いずれかに記載の有害物分子の処理方法
において、有害物分子を含んだ汚染土壌、ヘドロ、又は下水汚泥に薬剤を混合することに
よって、汚染土壌中に含まれる有害物分子を処理することを特徴とする。
【００２３】
　請求項１５に記載の発明は、請求項１４に記載の有害物分子の処理方法において、前記
汚染土壌、前記ヘドロ、又は前記下水汚泥に薬剤を混合することによって、ポゾラン反応
、水和反応、及び炭酸化反応を進行させて、これらを硬化させ、第二種建設発生土以上の
土壌を得ることを特徴とする。
【００２４】
　請求項１６に記載の発明は、請求項１ないし７いずれかに記載の有害物分子の処理方法
において、有害物分子を含むスラグに薬剤及び水を混合することによって、スラグ中に含
まれる有害物分子を処理することを特徴とする。
【００２５】
　請求項１７に記載の発明は、請求項１３又は請求項１６に記載の有害物分子の処理方法
において、前記薬剤及び前記水を混合した灰、灰、スラグ等の粉体、又は無機質粉体を加
圧・成型することにより、一軸強度５０ｋｇ／ｃｍ２以上の固化物を得ることを特徴とす
る。
【００２６】
　請求項１８に記載の発明は、粉体中の有害物分子を処理するために粉体に混合される薬
剤であって、有害物分子の原子同士の化学結合を断ち切るに足るだけの電荷を持った元素
のアクチニウム系トリウムをハロゲン化合物に化合した物質を含むことを特徴とする薬剤
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である。
【００２７】
　請求項１９に記載の発明は、粉体中の有害物分子を処理するために粉体に混合される薬
剤であって、ＭｇＣｌ２：２０～４０質量％、アクチニウム系トリウムを化合させたハロ
ゲンの化合物（ＦｅＣｌ２：１５～２０質量％、ＳｉＣｌ４：５～２０質量％、ＣａＣｌ

２：２０～４０質量％）、ＮａＯＨ・ＣａＯ：３～５質量％からなる薬品を、酸素を遮断
した雰囲気で粉砕した組成物Ｂを含むことを特徴とする薬剤である。
【００２８】
　請求項２０に記載の発明は、請求項１９に記載の薬剤において、吸着反応部として、ヘ
テロポリ酸塩類のモリブドリン酸アンモニウム：２０～４０質量％、イオン交換反応部と
して、ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミド等のセルロースに陰イオン交換基を
導入したもの：１０～３０質量％、チオ尿素：５～２０質量％、塩基性炭酸マグネシウム
：２０～６０質量％からなる組成物Ａを含むことを特徴とする。
【００２９】
　請求項２１に記載の発明は、請求項１９又は２０に記載の薬剤において、ＣａＯ：２０
～５０質量％、Ａｌ２Ｏ３：３０～５０質量％、ＳｉＯ２：１０～３０質量％、ＭｇＯ：
１０～２０質量％からなる薬品を加熱・溶融し、徐冷・粉砕した組成物：５～１５質量％
、セメント系土壌硬化剤：６０～８０質量％、活性炭：５～１０質量％、珪藻土：３～１
０質量％、ステアリン酸亜鉛：２～５質量％からなる組成物Ｃを含むことを特徴とする。
　請求項２２に記載の発明は、請求項１８ないし２１のいずれかに記載の薬剤、有害物分
子を含む粉体、及び水を混合する有害物分子の処理装置である。
【発明の効果】
【００３０】
　請求項１に記載の発明によれば、有害物分子の原子同士の化学結合を断ち切るに足るだ
けの電荷を持った元素を含有する物質が、安定結合状態にあるダイオキシン類の化学結合
を断ち切り、塩素等の目的原子を解離するので、新たにエネルギを与えて高温にしなくて
もダイオキシン類を無害化することができる。また、有害物分子の原子同士の化学結合を
断ち切るに足るだけの電荷を持った元素を含有する物質は、安定状態にある重金属類の化
合物の化学結合を断ち切り、イオン化させるので、重金属類を水に溶け難い物質へと反応
させ易くすることができる。このように、一剤の薬剤にてダイオキシン類の無害化及び重
金属類の不溶出化を行うことができる。
【００３１】
　請求項２に記載の発明によれば、ダイオキシン類を無害化する場合、イオン化した目的
原子に結合力の強い原子を化学反応させて新しい化合物を生成することで、元のダイオキ
シン類が再合成するのを防止できる。また、重金属類を不溶出化する場合、重金属がイオ
ン化したままだと水に溶け易くなるが、例えば炭酸カルシウム等の結合力の強い原子と化
学結合させることで、水に溶けないような化合物を生成することができる。
【００３２】
　本発明は、請求項３に記載の発明のように、ダイオキシン類や重金属類の処理に最適で
ある。
【００３３】
　請求項４に記載の発明によれば、重金属類を水に溶け難い不溶化化合物にすることがで
きる。
【００３４】
　請求項５に記載の発明によれば、一般的な土壌固化剤が有するポゾラン反応、水和反応
及び炭酸化反応により、不溶化化合物を団粒・固化するので、不溶化化合物と水分子との
接触機会をより少なくさせることができ、不溶出効果を増すことができる。
【００３５】
　請求項６に記載の発明によれば、ダイオキシン類を無害化することができる。
【００３６】
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　請求項７に記載の発明によれば、粉体中に散在している有害物分子を吸着・濃縮するこ
とで、反応効率を向上させることができる。
【００３７】
　請求項８に記載の発明によれば、炉又はボイラから排出される排ガス中に薬剤を混合す
ることによって、排ガス中に含まれる重金属類の溶出量低減及びダイオキシン類の分解を
同時又は個別に実現できる。
【００３８】
　請求項９に記載の発明によれば、２００℃以下の低温にてダイオキシン類を分解できる
。
【００３９】
　請求項１０に記載の発明によれば、常温にて粉体と薬剤及び水を混合することによって
、粉体中に含まれる重金属類の溶出量低減及びダイオキシン類の分解を同時又は個別に実
現できる。
【００４０】
　請求項１１に記載の発明によれば、空気中の水分以外に水を添加することで、ポゾラン
反応、水和反応及び炭酸化反応を進行させることができ、より強度の高い固化物が得られ
る。
【００４１】
　請求項１２に記載の発明によれば、炉又はボイラの排ガス処理設備としての除塵設備に
て捕集された飛灰に薬剤を混合することによって、飛灰に含まれる重金属類の溶出量低減
及びダイオキシン類の分解を同時又は個別に実現できる。
【００４２】
　請求項１３に記載の発明によれば、空気中の水分以外に水を添加することで、ポゾラン
反応、水和反応及び炭酸化反応を進行させることができ、より強度の高い飛灰の固化物が
得られる。
【００４３】
　請求項１４に記載の発明によれば、有害物分子を含んだ汚染土壌、ヘドロ、又は下水汚
泥に薬剤を混合することによって、これらに含まれる重金属類の溶出量低減及びダイオキ
シン類の分解を同時又は個別に実現できる。
【００４４】
　請求項１５に記載の発明によれば、汚染土壌、ヘドロまたは下水汚泥を再利用すること
ができる。
【００４５】
　請求項１６に記載の発明によれば、有害物分子を含むスラグに薬剤及び水を混合するこ
とによって、スラグ中に含まれる重金属類の溶出量低減及びダイオキシン類の分解を同時
又は個別に実現できる。
【００４６】
　請求項１７に記載の発明によれば、固めた飛灰を路盤材として使用することができる。
【００４７】
　請求項１８又は１９に記載の発明によれば、有害物分子の原子同士の化学結合を断ち切
るに足るだけの電荷を持った元素を含有する物質が、安定結合状態にあるダイオキシン類
の化学結合を断ち切り、塩素等の目的原子を解離するので、高温で反応させなくてもダイ
オキシン類を無害化することができる。そして、有害物分子の原子同士の化学結合を断ち
切るに足るだけの電荷を持った元素を含有する物質は、安定状態にある重金属類の化合物
をイオン化させるので、重金属類を水に溶け難い物質へと反応させ易くする。このように
、一剤の薬剤にてダイオキシン類の無害化及び重金属類の不溶出化を行うことができる。
【００４８】
　請求項２０に記載の発明によれば、イオン化した目的原子に結合力の強い原子を化学反
応させて、元の有害物分子と異なる新しい化合物を生成することができる。
【００４９】
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　請求項２１に記載の発明によれば、ポゾラン反応、水和反応及び炭酸化反応を進行させ
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５０】
　以下、本発明の一実施形態における有害物質の処理方法について説明する。まず、本発
明の処理方法で使用される薬剤の構成について説明する。薬剤には以下に示される組成物
Ａ～Ｃが配合される。
【００５１】
　組成物Ａ：粉体中の有害物分子を吸着・濃縮するための吸着反応部と、有害物分子をイ
オン化させるイオン交換部とを有する。具体的には組成物Ａは、吸着反応部として、ヘテ
ロポリ酸塩類のモリブドリン酸アンモニウム：２０～４０質量％、イオン交換反応部とし
て、ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミド等のセルロースに陰イオン交換基を導
入したもの：１０～３０質量％、チオ尿素：５～２０質量％、塩基性炭酸マグネシウム：
２０～６０質量％からなる。セルロース（のり）に陰イオン交換基（多種類）を導入した
ものに、ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミドがある。セルロースに陰イオン交
換基を導入する過程で、種々の反応生成物質、僅かに形を変えた物質が存在する。
【００５２】
　組成物Ｂ：目的分子を不安定化させる不安定化部を有する。微量のアクチニウム系トリ
ウムをハロゲンの化合物に化合させる。ハロゲンの化合物は、ＦｅＣｌ２：１５～２０質
量％、ＳｉＣｌ４：５～２０質量％、ＣａＣｌ２：２０～４０質量％からなる。ハロゲン
の化合物は、アクチニウム系トリウムの化合により、アクチニウム系トリウムの性質を示
すようになっている。ハロゲンの化合物にさらに、ＭｇＣｌ２：２０～４０質量％、Ｎａ
ＯＨ・ＣａＯ：３～５質量％添加した薬品を、酸素を遮断した雰囲気で粉砕し、各薬品を
同一粒径にする。
【００５３】
　組成物Ｃ：ポゾラン反応、水和反応及び炭酸化反応により、不溶化化合物を団粒・硬化
する役割を有する。具体的には、ＣａＯ：２０～５０質量％、Ａｌ２Ｏ３：３０～５０質
量％、ＳｉＯ２：１０～３０質量％、ＭｇＯ：１０～２０質量％からなる組成物を約１０
００℃で９０分間加熱溶融し、徐冷粉砕した組成物：５～１５質量％、セメント系土壌硬
化剤：６０～８０質量％、活性炭：５～１０質量％、珪藻土：３～１０質量％、ステアリ
ン酸亜鉛：２～５質量％からなる。ここで、水和反応とは、セメントの成分、特に石灰石
から生成される（ＣａＯ・ＳｉＯ２等）と水が反応し、結晶水として水を取り込んで水和
物（３ＣａＯ・ＳｉＯ２・ｎＨ２Ｏ等）及び水酸化カルシウム（Ｃａ（ＯＨ）２）を作る
反応である。水和物は粒子相互を結び付け、流動性を徐々に低下させてゆく。水和物間の
結合力は分子間引力や水素結合等で保持される。ポゾラン反応のポゾランとは、フライア
ッシュ、火山灰、玄武岩風化土等の可溶性シリカ（ＳｉＯ２）分を多く含んだ粉体の総称
である。ポゾランは水和反応で生じた水酸化カルシウム（Ｃａ（ＯＨ）２）と常温で徐々
に反応し、不溶性のゲル、ゼリー状の化合物となる。これをポゾラン反応という。この反
応は通常セメントでは７日目以降におこる。炭酸化反応とは、土中の炭酸や空気中の二酸
化炭素と反応して硬化していく反応である。これらの水和反応、ポゾラン反応、炭酸化反
応の反応原理は、セメントの硬化反応に類似している。
【００５４】
　重金属類の不溶出化を主目的にする場合には、例えば組成物Ａを３～２０質量％、組成
物Ｂを１０～３０重量％、組成物Ｃを５０～８０質量％配合して薬剤を得る。ダイオキシ
ン類の無害化を主目的にする場合には、ダイオキシン類の量に合わせて、組成物Ｃの配合
比率を減らし、組成物Ａの配合比率を増やす。組成物Ａ～Ｃの配合比率の調整により、ダ
イオキシン類の無害化と重金属類の不溶出化の両方の目的を達成することができる。この
他、粉体を礫や砂等の路盤材に再利用する場合には、組成物Ｃの配合比率を増やし、灰等
の水分の少ない紛体を適度に加湿し、薬剤を混合する。
【００５５】
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　次に、上記に記載の薬剤を使用した有害物分子の処理方法について説明する。本発明の
有害物分子の処理方法では、粉体と薬剤を混合して、粉体中に含まれる有害物分子を処理
する。以下では、有害物分子の処理方法を、ダイオキシン類を無害化する方法と、重金属
類を不溶化する方法に分けて説明する。
【００５６】
　ダイオキシン類は、灰、土壌等の粉体、又はスラグ等の粉体の集合体中に含まれる。粉
体に薬剤を混合すると、薬剤に含まれるヘテロポリ酸塩類が、粉体中に散在しているダイ
オキシン類を吸着・濃縮する。薬剤には、有害物分子の原子同士の化学結合を断ち切るに
足るだけの電荷を持った元素を含有する物質も含まれる。粉体に薬剤を混合すると、有害
物分子の原子同士の化学結合を断ち切るに足るだけの電荷を持った元素を含有する物質が
粉体中の安定結合状態にあるダイオキシン類の原子同士の化学結合を断ち切り、図１に示
されるように、塩素等の目的原子１を解離する。塩素が解離すると、ダイオキシン類は毒
性がなくなる。薬剤には、安定結合状態にあった前記有害物分子の残りの原子よりさらに
結合力の強い原子、例えばカルシウム等が含まれるので、新しい化合物が生成されて、ダ
イオキシン類の再合成が防げる。以上により、ダイオキシン類の無害化が行なわれる。従
来のダイオキシン類の無害化方法では、温度を上げてダイオキシン類を活性化させ、塩素
を解離していた。これに対し、本実施形態では、有害物分子の原子同士の化学結合を断ち
切るに足るだけの電荷を持った元素を含有する物質を用いて塩素を解離しているので、常
温でも粉体に薬剤を混ぜればダイオキシン類を無害化することができる点に特徴がある。
【００５７】
　重金属類も灰、土壌等の粉体、又はスラグ等の粉体の集合体中に含まれる。粉体に薬剤
を混合すると、薬剤に含まれるヘテロポリ酸塩類が、粉体中に散在している重金属類を吸
着・濃縮する。薬剤には有害物分子の原子同士の化学結合を断ち切るに足るだけの電荷を
持った元素を含有する物質も含まれており、粉体に薬剤を混合すると、有害物分子の原子
同士の化学結合を断ち切るに足るだけの電荷を持った元素を含有する物質が粉体中の安定
結合状態にある重金属類の酸化物の化学結合を断ち切り、イオン化させる。さらに薬剤に
は、金属イオンと反応して水に溶け難い化合物を生成させる炭酸カルシウム等が含まれる
ので、イオン交換反応によりイオン化した金属イオンは水に溶け難い化合物に変化する。
そうすると、周辺に水がきても化合物が沈殿物のように溶け出さないようになるから、土
中へ重金属が溶出するのを防止することができる。水に溶け難い化合物を生成させる原子
には、アルカリ土類金属を好適に用いることができる。さらに薬剤には、多数の無機元素
が添加されているので、広範な種類の金属イオンに対して結合吸着粒子を形成する効果が
高められる。薬剤には、一般的な土壌固化剤のような成分も含まれるので、一般的な土壌
固化剤が有するポゾラン反応、水和反応及び炭酸化反応が進行し、不溶化化合物を団粒・
固化する。このため、不溶化化合物と水分子との接触機会をより少なくさせることができ
、不溶出効果を増すことができる。これを詳述するに、薬剤に含まれる塩類がポゾラン反
応を早め、かつ、反応を助長させる。ポゾラン反応で生じたゲル状物質がイオン交換反応
で生成した水に溶け難い化合物を包み込み、造粒化することにより水分子との接触を阻害
し、溶出を防ぐ。そして、薬剤に含まれるセメント成分による水和反応により自硬性が付
加され、固形化が一層補強・増強される。すなわち、イオン交換反応で生成した水に溶け
難い重金属化合物を、ポゾラン反応によるゲル状物質で包み込み、造粒化し、水分子との
接触を阻害する。ここまでで第一段階の不溶化を実現し、第二段階として水和反応による
自硬性で固形化し、安全性を高めている。
【００５８】
　なお、空気中に含まれる水分だけでも、ポゾラン反応、水和反応及び炭酸化反応が進行
するが、粉体に薬剤と水を混合させると、一層これらの反応が進行し、より強度の高い固
形物が得られる。水を加えた後に加圧・成型することで、例えば一軸強度５０ｋｇ／ｃｍ
２以上の固化物を得ることができ、飛灰、スラグ等の粉体を路盤材として再利用すること
もできるし、含水率の高い汚染土壌、ヘドロ、又は下水汚泥に薬剤を混合することによっ
て、第二種建設発生土以上の土壌を得ることもできる。
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【００５９】
　次に、上記に記載の薬剤の使用方法について説明する。図２は、炉又はボイラから排出
される排ガス中に薬剤を吹き込む例を示す。ボイラ又は炉２からは燃焼後の排ガスが排気
される。排ガスは誘引送風機３によって煙道４内を流れ、除塵設備５を通過し、煙突６か
ら排気される。そして、薬剤７を排ガス中に吹き込むと、排ガス中に含まれる飛灰中の重
金属類と薬剤とが、若干の水分を含む排ガスの流れの中で、ガス流れ自身が持つ撹拌作用
のもとで反応するととにより、重金属の不溶化物（水に溶けない物質）がつくられる。こ
のため、人体にとって有害な飛灰からの重金属の溶出を低減できる。また同時に、廃ガス
中の薬剤は排ガス中に含まれるダイオキシン類とガス流れの中で反応し、ベンゼン環と結
合した塩素が他の物質に置換されてダイオキシン類が分解される。このため、ダイオキシ
ン類を無害化することができる。これらの重金属の不溶化物及び無害化されたダイオキシ
ン類は除塵設備５で捕集される。
【００６０】
　本実施形態により得られた灰は重金属溶出量及びダイオキシン類含有量においては、土
壌相当以下となっており、集塵装置としての除塵設備５から排出される段階ですでに土壌
相当の安全性を確保することが可能である。よって、排出後の薬剤処理又は分解に必要な
設備が不要になり、灰の利材化に広く役立つ。また、薬剤吹き込み部以降の排ガスダクト
、除塵設備５等の汚染防止も併せて実現する。
【００６１】
　ここで薬剤は、除塵設備５よりも上流側の煙道中に且つ２００℃以下の排ガス中に吹き
込まれる。２００℃以下としたのは、ダイオキシン類が固相になると想定されるからであ
る（本実施形態は固相のダイオキシン類を無害化するもの）。除塵設備５よりも上流側と
したのは、排ガス中に含まれるのみならず、飛灰に付着するダイオキシン類も無害化させ
るためである。
【００６２】
　図３は、除塵設備５にて捕集された灰に薬剤を混合する例を示す。捕集された灰には、
例えば１～３０質量％の薬剤７と水８が添加される。これらの水８、薬剤７を灰９へ添加
した後、これらは撹拌される。除塵設備５から排出された重金属を含む灰９に薬剤７を混
合・撹拌することにより反応させ、重金属の不溶化物をつくり、人体にとって有害な灰か
らの重金属の溶出を低減する。また同時に、薬剤７は捕集されたダイオキシン類を含む灰
９と攪拌中に反応し、ベンゼン環と結合した塩素が他の物質に置換される。このためダイ
オキシン類が分解・無害化される。本実施形態により得られた無害化灰１０は、重金属溶
出量及びダイオキシン類含有量においては土壌相当以下となる。さらに薬剤７は灰硬化機
能も併せ持ち、含水率及び加圧率を調節することにより、目的とする強度（例えば粉体の
まま～土壌レベル～コンクリートレベル）まで無害化灰１０を硬化することが可能になる
。灰９に薬剤７と水８を混合するだけで造粒化可能であるので、最終処分場の埋立地での
飛散防止のために又は灰の利材化のために、新たにセメントを混練する必要もない。
【００６３】
　図４は、汚染土壌、ヘドロ、又は下水汚泥に薬剤を混合する例を示す。重金属類を含む
汚染土壌１１に薬剤７を混合・撹拌することにより反応させ、重金属の不溶化物をつくり
、人体に有害な汚染土壌からの重金属の溶出を低減する。また同時に、薬剤７はダイオキ
シン類を含む汚染土壌１１と撹拌中に反応し、ベンゼン環と結合した塩素を他の物質に置
換することにより、ダイオキシン類を分解し、無害化する。本実施形態により得られた無
害化土壌１２は、重金属溶出量及びダイオキシン類含有量においては土壌環境基準以下と
なる。さらに薬剤７は、土壌硬化剤としての機能も併せ持ち、含水率の高いヘドロ等を目
的とする強度まで硬化する。例えば、下水、湖沼、港湾汚泥等は水を十分に含むので、薬
剤を混合することで第二種建設発生土以上の土壌としてリサイクルすることが可能になる
。汚染土壌１１と薬剤７の混合物に必要に応じて加水することにより、さらに土壌を硬化
することが可能になる。
【００６４】
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　図５は、高炉、電炉等の溶融設備から発生するスラグ１３に薬剤７及び水を混合する例
を示す。重金属類を含むスラグ表面を水浴又は水噴霧８等にて湿らせ、これに薬剤７を混
合・撹拌することにより反応させ、スラグ表面を薬剤７にてコーティングする。これによ
りスラグ１３からの重金属類の溶出を低減する。同時に、コーティングした後のスラグ１
３と水との接触を遮断し、スラグ１３が水分を吸収することによる膨張を防止する。本実
施形態は一剤にてスラグ中の重金属類の溶出を低減し、スラグ１３の膨張を防止するので
、スラグ１３がコンクリート骨材等、水分と接触する分野で使用される場合でも利用可能
になる。
【実施例】
【００６５】
　＜薬剤の実施例＞
　吸着反応部として、ヘテロポリ酸塩類のモリブドリン酸アンモニウム：２７質量％、イ
オン交換反応部として、ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミド等のセルロースに
陰イオン交換基を導入したもの：２２質量％、チオ尿素：７質量％、塩基性炭酸マグネシ
ウム：４４質量％からなる組成物を組成物Ａとする。
【００６６】
　目的分子の不安定化部として、ＭｇＣｌ２：３６質量％、アクチニウム系トリウムを化
合させたハロゲンの化合物（ＦｅＣｌ２：１８質量％、ＳｉＣｌ４：１６質量％、ＣａＣ
ｌ２：２７質量％）、ＮａＯＨ・ＣａＯ：３質量％からなる薬品を、酸素を遮断した雰囲
気で粉砕した組成物を組成物Ｂとする。ただし、ＮａＯＨ・ＣａＯはソーダ石灰である。
【００６７】
　ＣａＯ：３２質量％、Ａｌ２Ｏ３：４１質量％、ＳｉＯ２：１７質量％、ＭｇＯ：１０
質量％からなる薬品を１０００℃で９０分間加熱・溶融し、徐冷・粉砕した組成物：１０
質量％、セメント系土壌硬化剤：７６質量％、活性炭：５質量％、珪藻土：７質量％、ス
テアリン酸亜鉛：２質量％からなる組成物を組成物Ｃとする。
【００６８】
　これら、組成物Ａ：１７質量％、組成物Ｂ：２５質量％、組成物Ｃ：５８質量％を配合
・混合し、処理済組成物（薬剤）を得る。
【００６９】
　＜薬剤の使用例＞
　原灰及び薬剤を１７０℃の灯油燃焼排ガス中に吹き込み、バグフィルタにて回収した。
灰は固化させていない。そして、原灰及び処理灰について環境庁告示第４６号の溶出試験
及び環境省告示１９号の含有量試験を実施した。その結果を表１及び表２に示す。
【００７０】
【表１】
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【００７１】
【表２】

【００７２】
　原灰には、使用中の焼却炉から排出される灰を利用したので、もともと重金属類の値は
大きくない。それでも、鉛、六価クロム、セレン、ふっ素、ほう素に低減効果が見られた
。得られた処理灰は十分に告示４６号及び１９号に記載されている安全基準に入ることを
確認した。また、ダイオキシン類については極めて低減できることがわかった。
【００７３】
　次に、原灰及び処理剤を常温にて混合した。灰は固化させていない。原灰及び処理灰に
ついて環境庁告示第４６号の溶出試験を実施した。その結果を表３に示す。
【００７４】
【表３】

【００７５】
　表１と同様に、鉛、六価クロム、セレン、ふっ素、ほう素に低減効果が見られた。また
、ダイオキシン類については極めて低減できた。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】２－３－７－８ＴＣＤＤを示す図。
【図２】炉又はボイラから排出される排ガス中に薬剤を吹き込む例を示す図。
【図３】除塵設備にて捕集された灰に薬剤を混合する例を示す図。
【図４】汚染土壌、ヘドロ、又は下水汚泥に薬剤を混合する例を示す図。
【図５】スラグに薬剤及び水を混合する例を示す図。
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【符号の説明】
【００７７】
１…塩素（目的原子）
２…ボイラ又は炉
４…煙道
５…除塵設備
７…薬剤
８…水
９…灰
１１…汚染土壌
１３…スラグ
 

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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